
- 12 - 
 

令和 6 年度厚生労働科学研究費補助金 
（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 
 

１．特定建築物の報告統計 
 

分担研究者  鍵 直樹   東京科学大学 教授 
研究代表者  金 勲    国立保健医療科学院 上席主任研究官 
分担研究者  下ノ薗 慧  国立保健医療科学院 研究員 
分担研究者  中野 淳太  法政大学 教授 
分担研究者  海塩 渉   東京科学大学 助教 

 
 
研究要旨 
建築物衛生法においては対象となる特定建築物の維持管理手法として，環境衛生管理基準値を定

め，測定を行い基準値と比較して，適切な維持管理を行っているところである。近年の特定建築物

における現状の把握については，全国の特定建築物の報告データを用いて行うことが可能である。  
 
本報告では，これまでの研究結果を踏まえて，厚生労働省から公表された全国の立ち入り調査の

データを用いた空気環境項目の不適率の最新動向について整理を行った。 
特定建築物の各環境要素について二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適率の経年変化は，いず

れも値が高く，上昇する傾向となった。それぞれが，省エネ法の改正，建築物衛生法の改正，東日

本大震災の影響が示唆された。一方，浮遊粉じん，一酸化炭素，気流，ホルムアルデヒドについて

は，低い不適率で推移している。 
なお、新型コロナ感染症が 2023 年 5 月に 5 類感染症になった影響として，二酸化炭素濃度の不

適率が減少した前年度より若干上昇し，温度及び相対湿度は上昇し続けていると推察される。2023
年度は温度，相対湿度の不適率が 40.0%，60.4%となった。 
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A. 研究目的 
建築物衛生法では対象となる特定建築物の

維持管理として，環境衛生管理基準値が表 1-1
のように定められている。なお，2022 年から，

一酸化炭素の基準値として 10 ppm 以下である

ところが，6 ppm 以下であることと，20 ppm
以下の特例が削除された。さらに温度について

は，17℃以上が，18℃以上となった。温度，相

対湿度，二酸化炭素濃度，一酸化炭素濃度，気

流，浮遊粉じんの 6 項目について 2 カ月以内ご

とに 1 回測定し，基準値との比較を行うことで，

適切な維持管理を行うことになっている。ホル

ムアルデヒドについては，新築または大規模模

様替えを行った後，最初に来る 6 月から 9 月の

間に 1 回測定する。近年，温度，相対湿度，二

酸化炭素の濃度の不適率が上昇する傾向にある

ことは本研究の関連研究で既に報告されている
1,2)。 
本報告では，これまでの研究結果を踏まえて，

厚生労働省から公表された全国の立ち入り調査

のデータを用いた全国都道府県の不適率の最新

動向について整理を行った。 
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表 1-1 空気環境に関する建築物環境衛生管理

基準 
浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下 
一酸化炭素の含有率 10 ppm 以下 

（6 ppm 以下に改

正） 
二酸化炭素の含有率 1000 ppm 以下 
温度 17℃以上 28℃以下 

（18℃以上に改正） 
相対湿度 40％以上 70％以下 
気流 0.5 m/秒以下 
ホルムアルデヒドの

量 
0.1 mg/m3 以下（＝

0.08 ppm 以下） 
 
B. 研究方法 
厚生労働省が各都道府県，保健所設置市，特

別区における建築物衛生の実態を把握すること

を目的とし，毎年集計を行っているもので，独

立行政法人統計情報センターで公表されている。

そこで，公表されている全国の建築物の維持管

理に関するデータを用いて，基準値に適合しな

かった建物の割合，不適率の動向の整理を行う

ことにより，建築物における環境衛生の実態，

不適率の状況について把握することができる。

ここで示す建物維持管理のデータは，建築物の

維持管理項目ごとの調査件数及び不適件数が集

計されている。また，対象期間は平成 8 年度か

ら令和 5 年度（1996-2023 年度）までで，不適

率の推移を見ることができる。なお，建築物の

維持管理項目は，帳簿（1 項目），空気環境の調

整（16 項目），給水の管理（10 項目），雑用水の

管理（9 項目），排水設備（1 項目），清掃（1 項

目），防除（1 項目）に分けられている。用途は

興行場，百貨店，店舗，事務所，学校，旅館，

その他と分かれており，それぞれの用途別ごと

の不適率の比較をすることができる。これらの

データに基づき，用途別不適率及び不適率の経

年変化を集計し，建物維持管理の問題点の抽出

を行った。ここでは，空気環境の調整の内，空

気環境の測定の項目について述べる。 
なお，令和 4 年（2022 年）に一酸化炭素濃度

と温度の建築物環境衛生管理基準値の改正が行

われたが，令和 3 年度（2021 年度）までは改正

前の調査結果であり基準値改正前の基準で，令

和 4 年度（2022 年度）からは改正された基準値

で評価されている。 
 
C. 研究結果および考察 
C.1 空気環境項目別の不適率の経年変化 
図 1-1 に空気環境 7 項目（浮遊粉じん，二酸

化炭素，一酸化炭素，温度，相対湿度，気流，

ホルムアルデヒド）の不適率の経年変化を示す。

浮遊粉じん，一酸化炭素，気流，ホルムアルデ

ヒドについては，低い不適率で推移している。

一方，二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適

率においては，いずれも値が高く，3 回の顕著

な上昇が見られた。1 回目は平成 11 年度（1996
年度）（相対湿度），2 回目は平成 15 年度（2003
年度）（温度，相対湿度，二酸化炭素濃度），3 回

目は平成 23 年度（2011 年度）（温度，相対湿

度，二酸化炭素濃度）であった。それぞれは省

エネ法の改定と建築物衛生法改定の翌年，東日

本大震災の年と重なる。省エネのために，設定

温度・相対湿度の設定・制御の問題，換気量を

削減することなどにより，基準値を逸脱する事

例が増加したものと考えられる。また，平成 15
年度（2003 年度）における建築物衛生法の改定

により，個別空調方式の建物が特定建築物の適

用範囲となったため，基準値の不適合の件数が

増加したことが考えられる。なお，平成 25 年

（2013 年度）に相対湿度の不適率が一旦減少に

転じているが，その原因として加湿器を設置し

てない建築物において，相対湿度との比較を行

わなくてよいとの通知が提出されたことも関係

すると考えられる。二酸化炭素については，平

成 29 年度（2017 年度）までは 27.7%と上昇傾

向であったが，その後若干の減少に転じている。

また，新型コロナ感染症の流行が始まった令和

2 年度（2020 年度）においては，感染症対策の

ため換気の増強，窓開け換気の励行を行ってい

たところである。二酸化炭素濃度の不適率につ

いては，令和 4 年度（2022 年度）に 12.5％に

まで不適率が低下した。しかし，令和 5 年（2023
年）5 月 8 日からは，新型インフルエンザ感染

症が感染症法上で 2 類相当としていたところ，

5 類感染症となったことから対応も緩和された

こともあり，令和 5 年度（2023 年度）には不適
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率が若干上昇の傾向となった。一方，温度及び

相対湿度については，平成 29 年度（2017 年度）

に 31.9%，57.2%であったが，さらに不適率が

上昇し，令和 5 年度（2023 年度）に 40.0%，

60.4%と過去最高値を更新している。換気の増

強，窓開け換気の実施により，二酸化炭素濃度

を低下させたが，特に夏期の空調時の温度が，

湿度については夏期と冬期に基準値の範囲に収

まらなかったことが考えられる。なお，令和 5
年（2023 年）においても在宅勤務により在室者

数が減少していたものの，対面の活動も復活し

ていることから，また窓開け換気についても実

施されなくなりつつあり，二酸化炭素濃度の不

適率のより戻しがあったものと考えられる。 
 図1-2から図1-8に浮遊粉じん，一酸化炭素，

二酸化炭素，温度，相対湿度，気流，ホルムア

ルデヒドの用途別不適率の経年変化を示す。図

1-1 で示したように，浮遊粉じん，一酸化炭素，

気流，ホルムアルデヒドについては，低い不適

率を推移しており，用途によって特に特徴はな

い。ただし，ホルムアルデヒドにおいて，例え

ば平成 27 年度（2005 年度）の百貨店で高い不

適率となっているのは，対象となった建物件数

が 30 棟と少ないことで値が大きく変動したも

のと考えられる。 
図 1-4 の二酸化炭素については，旅館を除け

ば，全ての用途で軒並みに上昇し続けている。

特に学校と事務所の上昇が著しく，平成 8 年度

（1996 年度）の 10%程度に比べ，令和元年度

（2019 年度）は 4 倍超となった。いずれの用途

においても，新型コロナ感染症の流行が始まっ

た令和 2 年度（2020 年度）に減少，令和 3 年度

（2021 年度）に大きく減少に転じており，どの

用途においても，感染症対策のため換気の増強，

窓開け換気の励行を行ったためと考えられる。

学校については，学校保健安全法の学校環境衛

生基準において，換気の基準として 1500 ppm
以下であることが望ましいとしており，特定建

築物となっている学校建築においては，同じ二

酸化炭素濃度であっても，基準値が異なってい

ることも要因として考えられる。旅館において

不適率が低い要因としては，計測場所・時間な

ど測定条件に起因することも考えられる。例え

ば，宴会場において，宴会の最中に計測がされ

ているかといえば，困難であることが想像され

る。 
 図 1-5 の温度については，いずれの用途も上

昇傾向にあり，学校，百貨店，店舗の不適率が

特に高い傾向であった。学校については二酸化

炭素と同様に学校環境衛生基準に，望ましい基

準として 10℃以上，30℃以下であるとしていた

ため，建築物衛生法とは異なっていたことが原

因の一つと考えられる。しかしながら，平成 30
年（2018 年）に，17℃以上，28℃以下と改正さ

れ，建築物衛生法と一旦は同じ値になった。令

和元年度（2019 年度）には一旦不適率に改善の

傾向が見られたものの，新型コロナ感染症の対

策のため，2020 年度以降は再度増加したものと

も考えられる。なお，現在（令和 4 年）には温

度が建築物衛生法と同じ 18℃以上，28℃以下で

あることが望ましいとしている。店舗について

は近年の不適率上昇が顕著であることに注視す

る必要がある。 
 図 1-6 の相対湿度については，どの用途も同

様に上昇傾向が見られる。 
  ホルムアルデヒドについては，基準値として

制定された当初から，低い不適率を推移してい

る。住宅においては，気密性の向上による換気

の減少，フローリングや壁紙に使用される接着

剤などの多用から発生するホルムアルデヒドな

どの化学物質の室内濃度が高くなることが，シ

ックハウス症候群，化学物質過敏症の主原因と

なっていた。その対応として，厚生労働省から

化学物質の指針値を制定，建築基準法によりホ

ルムアルデヒド発散建材の使用制限，24 時間換

気設備の設置義務化とともに，発生源である内

装材料からの化学物質の発生が少なくなったこ

とで，住宅室内の化学物質濃度が低下している。

一方，特定建築物においては，二酸化炭素濃度

の基準値より，一定の換気量が確保されている

こと，住宅とは異なる内装材料を用いているこ

とからホルムアルデヒドの発生量は比較的少な

いこともあり，不適率としても低いものとなっ

ていると考えられる 3)。 
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図 1-1 空気環境 7 項目の不適率の経年変化 
 

 
図 1-2 用途別の浮遊粉じん濃度不適率の経時

変化 
 

 
図 1-3 用途別の一酸化炭素濃度不適率の経時

変化 
 

 
図 1-4 用途別の二酸化炭素濃度不適率の経時

変化 
 

 
図 1-5 用途別の温度不適率の経時変化 
 

 
図 1-6 用途別の相対湿度不適率の経時変化 
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図 1-7 用途別の気流不適率の経時変化 
 

 
図 1-8 用途別のホルムアルデヒド濃度不適率

の経時変化 
 
 
C.2 考察 
空気環境項目別の不適率の経年変化より，二

酸化炭素濃度，温度，相対湿度については，年々

上昇する傾向となり，特に二酸化炭素濃度は換

気に関わる項目であることから，室内空気質へ

の影響が懸念される。しかしながら，ホルムア

ルデヒド濃度については，基準に制定されて以

来，低い不適率となっており，換気不足による

濃度上昇の傾向は見られない。これには，住宅

とは異なりホルムアルデヒドを多量に発生する

建材を使っていないこと，ある程度の換気がで

きていることなどが挙げられる。なお，ホルム

アルデヒド以外の化学物質については，二酸化

炭素濃度の不適率が高い傾向であることから，

換気が十分とは言えず，ホルムアルデヒドとは

異なる発生源であれば，室内濃度が高くなる可

能性もある。新型コロナ対策として，窓を開け

た換気を行ったことにより，二酸化炭素濃度の

不適率は令和 3 年度（2021 年度）に大きく減少

し，令和 5 年度（2023 年度）においては新型コ

ロナ感染症が感染症法上 5 類に緩和され，その

対応も変わり若干増加傾向になったが，温度及

び相対湿度の不適率はさらに上昇しており，温

熱環境への影響が課題である。 
 
D. まとめ 
これまでの研究結果を踏まえて，厚生労働省

から公表された全国の立ち入り調査のデータを

用いた不適率の最新動向について整理を行った。 
特定建築物の各環境要素について二酸化炭

素濃度，温度，相対湿度の不適率においては，

いずれも値が高く，上昇する傾向となった。そ

れぞれが，省エネ法の改正，建築物衛生法の改

正，東日本大震災の影響が示唆された。また，

浮遊粉じん，一酸化炭素，気流，ホルムアルデ

ヒドについては，低い不適率で推移している。

なお，新型コロナウイルス感染症の対策の実施

からコロナ禍以前に戻りつつあるため，二酸化

炭素濃度だけではなく，温度及び相対湿度の不

適率についても影響を及ぼしていることが推察

された。 
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